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令和７年１２月１日をもって、従来の健康保険証はすべて有効期限を迎えました。
今後、医療機関や薬局等の窓口では、従来の健康保険証の代わりに、マイナ保険証もしくは資格確認書を提示して
ください。

これからは医療を受けるならマイナンバーカード
＼マイナ保険証の登録、済んでますか︖／

～もしもの時にマイナ保険証を携行しましょう～

マイナンバーカードに健康保険証の機能をつけることで、病院や薬局で「顔認証付きカードリーダー」に
かざすだけで受付できるようになる仕組みです。

Q．マイナ保険証ってなに？

Q．マイナ保険証にするメリットは？

◎過去の診療やお薬の情報が共有できるため、より適切な治療が受けられます。
◎突然の手術や入院などで高額な医療費がかかっても、窓口での支払いが抑えられます。
◎救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院でも活用され、よりスムーズな処置が可能になります。
◎災害時、マイナ保険証が手元に無くても、口頭での同意があれば、薬歴等の情報を医師や薬剤師に共有できます。

Q．マイナ保険証の登録が済んでいるか分からない

マイナンバーカードを持っていても、「健康保険証として使う手続き(利用登録)」をしていないと、医療機関では使えませ
ん。まずは登録済みかどうかをチェックしましよう。

医療機関の窓口で確認する

病院や薬局に設置されている「顔認証付きカードリー
ダー」にマイナンバーカードを置いてみましょう。
未登録の方には、その場で登録の案内が表示され、そ
の場ですぐに手続きができます。

スマホで確認する
①スマホとマイナンバーカードを用意
②「マイナポータル(モバイルアプリ)」 にログイン
③メニユーから「健康保険証」を選択
④「登録済み」または「未登録」と表示されます

Q．困ったときはどこに相談すればいい？

「資格確認書」について
被用者保険の方は、お勤め先の担当者へお尋ねください。

マイナ保険証の制度に関すること
下記の番号へご相談ください。

厚生労働省
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 ※5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください
【受付時間】平日 9:30〜20:00/土 、日曜、祝日 9:30〜17:30 ※年末年始を除く

Q．マイナ保険証を登録しないと医療機関へ受診できないの？

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」により、これまで通り医療にかかることができます。

ーマイナ保険証を使わない場合の受診方法ー
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、
「資格確認書」を申請によらずお届けしています。

・マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が
困難な方（ご高齢の方、障がいのある方等）は、申請いただくことで、
資格確認書を交付します。（更新時の申請は不要）

一部様式例
※保険者によって様式・発行形態が異なります

（大分県県民健康増進課）


